
消費税の軽減税率制度が実施されます！
　平成 31 年 10 月１日から、消費税及び地方消費税の税率が 8％から 10％に引き上げら
れます。
　この税率の引上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。

軽減税率制度とは？
特定の品目の課税率を、他の品目に比べて低く定める

こと

実施時期は？
平成 31 年 10 月 1 日から

（消費税率引き上げと同時）

税率はどうなるの？
標準税率 10％（消費税率 7.8％、地方消費税率 2.2％）

軽減税率8％　（消費税率6.24％、地方消費税率1.76％）

軽減税率の対象品目は？
○酒類、外食などを除く飲食料品

○定期購読の契約をした週 2回以上発行される新聞
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軽減税率の対象となる飲食料品の範囲

★一体資産の取り扱い
　おもちゃ付きお菓子のように、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産。
　税抜価格が 1万円以下で、食品の価格の占める割合が 2/3 以上の場合、全体が軽減税率の対象となります。
★外食・ケータリングなどの取り扱い
　外食や、相手が指定した場所で飲食料を提供するケータリングなどは対象外。
　テイクアウトや出前、宅配などは対象。

軽減税率対象

軽減税率対象外

医薬品・
医薬部外品など

酒類
ケータリングなど

一体資産

有料老人ホームなどで
行う飲食料品の提供

（食品表示法に規定する食品）

人の飲用または食用に供されるもの

飲食料品

＝

テイクアウト・
宅配など

外食
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